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公益社団法人 岐阜県建築士会 令和 7年度第 1回理事会議事録 

 

日 時  令和 7年 5月 9日（金）15時 00分～16時 15分 

場 所  Web参加形式 ：Zoomを利用 

会議室参加形式：建築士会事務所内会議室  

岐阜市薮田南 5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎 4階 

出席者  理事 25名中 22名出席（Web：21名・会議室：1名）  

監事 2名中 1名出席（会議室） 

（出席理事）石黒時紀（議長）、寺倉修、坂忠男、小林教子、大塚則幸、田神康弘、 

伊縫誠一郎、小川太志、村瀬賢一、堀江俊安、林新一、早野勝也、 

長尾英樹、島﨑仁、桂川麻里、伊藤晋一郎、車戸真樹、 

渡邉正二（会議室）、冨田肇、阿部匡、栗山知、加藤幸治  

（欠席理事）加藤秀男、高木勝美、髙橋秀一 

 （出席監事）脇本敏雄（会議室） 

（欠席監事）中川保 

   

※会議開始前に、Web 参加者の音声と画像が即時に他の参加者に伝わり、適時に的確な意

見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同等の議論を行

うことができる環境であることを出席者全員が確認している。 

    

事務局（渡邉専務理事） 

令和 7年度第 1回理事会を開催いたします。 

今回は Zoomを利用したWeb参加形式と会議室参加形式を併用して開催いたします。 

出席者は、理事 25名中 Web参加 21名、会議室参加 1名、合計 22名出席、監事は 2名

中会議室参加 1名です。 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。令和 7 年度第 1 回理事会にご出席いただきましてありがとうござい

ます。また日頃は、運営並びに諸事業等にご支援、ご協力を賜りありがとうございます。こ

の一年間、財政改革とばかりを言ってきましたがその結果が出てきていて、明るい方向に向

いてきています。建築業界はいろいろな問題、課題でいっぱいです。改正省エネ法・建築基

準法もあります。確認検査機関の方にお聞きすると、さほど混乱は生じていないとのことで

す。士会員の方は講習会等に参加され勉強されてみえるかと思いますので問題ないかと思

いますが、その他の方は問題が生じているのかと推察します。 

では、本日の審議よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局（渡邉専務理事） 

定款第 35条で定める理事の定数を満たしており、有効に成立しています。 
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理事会運営規則第 5条により会長に議長をお願いします。 

議事録署名者は定款第 36条により会長及び監事にお願いします。 

 

会長（議長） 

審議事項が議題 1から議題 7まであります。議題 1について、専務理事から説明をお願 

いします。 

 

Ⅰ．議 事 

議題 1 令和 7年度定時総会の開催について 

 渡邉専務理事より資料に基づき、令和 7 年度定時総会について、6 月 13 日（金）午後 2

時からホテルグランヴェール岐山において開催し、総会の議事終了後に来賓祝辞、会長表彰、

令和 6 年度地域貢献活動事業助成団体による報告、懇親会を予定している旨説明がある。

また、総会議長には情報・広報委員長の山野慎司氏、議事録署名者には岐阜支部所属の小川

太志理事、西濃支部所属の林新一理事にお願いしたい旨説明がある。 

 

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。 

 

議題 2 令和 6年度事業報告及び収支決算について 

渡邉専務理事より資料に基づき、令和 6年度事業報告及び収支決算について説明がある。 

事業報告については、建築士試験実施等について説明がある。 

収支決算については、事業活動収入計が 36,704,325円、事業活動支出計が 38,814,989円、

事業活動収支差額が－2,110,664円となる。 

投資活動収支では、投資活動収入が地域貢献積立、財政調整資金積立の合計 2,440,834

円、投資活動支出が退職金積立 210,000円で、投資活動収支差額が 2,230,834円となり、

当期収支差額は 120,170 円となる。前期繰越収支差額 5,653,912 円と合わせて次期繰越

収支差額が 5,774,082円となる説明がある。 

正味財産については、経常収益計が 36,704,325円、経常費用計が 38,928,729円、当期

経常増減額が－2,224,404 円、法人税、住民税及び事業税 72,000 円の支出を加算し、当

期一般正味財産増減額が－2,296,404 円となり、正味財産期末残高が 87,023,329 円とな

る説明がある。昨年度の当期一般正味財産増減額が－7,480,797円だったため 500万円程

の経費削減となった旨説明がある。 

 

続いて、脇本監事より、4月 24日に実施した監査結果について報告がある。 

 

会長より、公益法人の財務三基準についても遊休財産は 1,024万円程であり、遊休財産

以上の公益目的事業を実施しているため問題はなく、三基準すべてクリアしている旨補

足説明がある。 
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議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。 

 

議題 3 委員会委員の追加選任について 

渡邉専務理事より資料に基づき、まちづくり委員会 2名の追加選任について説明がある。 

  

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。 

 

議題 4 ぎふヘリテージマネージャー協議会部会 部会長の変更について 

 渡邉専務理事より資料に基づき、「ぎふヘリテージマネージャー協議会部会」の現部会長

の福田勝好氏の体調不良のため今井通陽氏に変更したい旨の説明がある。 

 

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。 

 

議題 5 会員の入会の承認について 

 【資料追加】 

  賛助会員 東濃支部 ヤナテック株式会社 

 

 渡邉専務理事より資料に基づき、正会員 1名、賛助会員 1社の入会について説明がある。 

 

議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。 

 

議題 6 会員権利の停止及び資格の喪失について 

渡邉専務理事より資料に基づき、会費未納による会員権利の停止予定者 正会員 8名、退

会による会員資格の喪失 正会員 18名、会費未納による会員資格の喪失予定者 正会員 10

名について説明がある。また、会員権利の停止予定者、会員資格の喪失予定者については令

和 7 年 6 月末までに納入がなかった場合となるため知り合いの方がみえたら会費納入をお

願いしていただくよう依頼がある。 

 

 議長は、理事会に諮ったところ賛成多数で承認された。 

 

議題 7 その他 

 なし 

  

Ⅱ．報告事項 

報告 1 業務執行理事からの報告について 

 田神岐阜支部長、林西濃支部長、長尾各務原支部長、島崎中濃支部長、桂川東濃支部長、

伊藤中津川支部長、車戸飛騨支部長より資料に基づき、支部の活動報告がある。 

寺倉副会長より資料に基づき、総務委員会、青年委員会の活動報告がある。 

坂副会長より資料に基づき、まちづくり委員会の活動報告がある。  
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 小林副会長より資料に基づき、事業研修委員会、女性委員会の活動報告がある。  

 大塚副会長より資料に基づき、情報・広報委員会の活動報告がある。 

  

 

報告 2 外部理事及び外部監事設置の取扱いについて 

 渡邉専務理事より資料に基づき、公益法人法の改正により、次回の役員改選時には監事 

2名中 1名を建築士会会員外にする必要があり、今後役員選考委員会において検討していた 

たくことになる旨説明がある。 

    

報告 3  その他 

 渡邉専務理事より次回の理事会を 9 月 12 日（金）に開催する予定である旨報告がある。 

 

脇本監事より、本日の会議資料によると 18名の多数の退会者があり中には 32歳、43歳

と若い方もみえる。退会者の平均年齢は 60.61 歳で現役の方が退会していることに危惧し

ている。財政健全化に向かう中で悪影響であり退会防止にむけて努力いただきたい旨発言

がある。 

  

 以上をもって、本日の議事は全て終了したので議長は閉会を宣して、午後 4時 10分 

に散会した。 

  

上記決議を明確にするため本議事録を作成し、出席した会長及び監事が次に記名捺印する。 

 

令和 7年 5月 9日 

 

    公益社団法人 岐阜県建築士会 

 

         議    長                        印 

 

 

         監    事                        印 

 

 


